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富山県の給与・定員管理等について 

 
１ 総括 

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本 

台帳人口 

歳出額 

Ａ 
実質収支

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（参考）

29年度の

人件費率

 

30 年度 

    人   千円   千円  千円 ％ ％

1,063,293 482,135,675 1,303,733 131,761,661 27.3 27.7

注１ 普通会計とは、企業局・中央病院等を除く県事業全般を行うための会計をいう。 

注２ 人件費には、一般職員、小・中・高の教員、警察官に支給される給与・退職手当・共済費及び

知事・議員等の特別職に支給される給料・報酬等を含む。 

  注３ 住民基本台帳人口は、平成 31年１月１日現在での人口である。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給   与   費  

 

 

一人当り 

給与費 

（Ｂ/Ａ） 

都道府県平均

一人当たり

給与費 
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ 

 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

30年度 14,042 61,065,726 11,180,608 24,218,131 96,464,465 6,870 7,182

注１ 職員手当には退職手当を含まない。 

注２ 職員数は、平成 30年４月１日現在の人数である。 

注３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれてお

り、職員数には当該職員を含んでいない。 

 

 (3)ラスパイレス指数の状況 
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注１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

適用職員の俸給月額を 100として計算した指数をいう。 
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(4)給与改定の状況 

①月例給 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定

率 

 

 

 

(参考) 

国の改定率

 

民間給与 

Ａ

公務員給与

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率）

31年度 

 

366,198円

 

365,777円 

 

421円

（0.12%）

0.11% 0.11%  

 

0.09%

 

注 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比

較した平均給与月額である。 

 

②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合    

Ａ 

公務員の 

支給月数  

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数）

31年度 4.52月 4.45月 0.07月 0.05月 4.50月  4.50月

注 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」

は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について 

  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び 

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

 

① 給料表の見直し 

(給料表の改定時期)   平成 27年４月１日 

 (内容) 

 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。１級(全

号給)及び２級の初任給に係る号給については引き下げず、３級以上の高位号給につ

いては最大で４％引き下げを行う。激変緩和措置のため、３年間(平成 30 年３月 31

日まで)の経過措置(現給保障)を実施。 

 他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 
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② 地域手当の見直し 

（支給割合）国基準に対し、富山県においても同様の基準で支給。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとした。 

支給地域 
平成 27年度の支給割合 平成 28年度 平成 29年度 

４月１日時点 遡及改定後 の支給割合 の支給割合 

特別区 

（１級地） 
１７％ １７．５％ ２０％ ２０％ 

 国基準 １８％ １８．５％ ２０％ ２０％ 

大阪市 

（２級地） 
１４％ １４．５％ １６％ １６％ 

 国基準 １５％ １５．５％ １６％ １６％ 

名古屋市 

（３級地） 
１２％ １３％ １５％ １５％ 

 国基準 １３％ １４％ １５％ １５％ 

富山市 

（７級地） 
２％ ２％ ３％ ３％ 

 国基準 ３％ ３％ ３％ ３％ 

     

 

③その他の見直し内容 

 管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。 

 (平成 27年４月１日実施) 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 31年４月１日現在） 

 

  ①一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース）

富山県 43歳 11月 329,591 円 402,818 円 358,700 円 

国 43 歳 5月 329,433 円 － 411,123 円 

都道府県平均 42歳 11月 325,365 円 412,987 円 368,214 円 

 

②技能労務職 

 

区 分 

公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ） 

平均給与月額

（国比較ベース）

対応する民間の

類似職種 
平均年齢 

平均給料月額

(B) 
A/B

富山県 58歳 6月  20人 299,292円  330,137円 307,658円 ― ― ― ―

 うち運転手 57歳 2月 10人 336,132円 377,914円 348,409円 
自家用自動車

運転者 
62歳8月 184,200円 2.05

 うち用務員 57歳 10月 4人 271,200円 277,500円 273,302円 用務員 55歳7月 211,600円 1.31

国 50歳 11月 2,431人 287,312円 ―  329,380円  ― ―   

都道府県平均 53歳 4月 197人 322,644円 378,703円 355,577円  ― ― ― ―

 

区分 参考 

年収ベース（試算値）の比較 

 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ/Ｄ 

富山県 ― ― ― 

 うち運転手 6,050,768 円 2,405,900 円 2.51 

 うち用務員 4,587,300 円 2,883,400 円 1.59 

 

注１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。 

（平成 28～30年の３ヶ年平均） 

注２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に

一致しているものではない。 

注３ 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、

公務員においては前年度に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 
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③高等（特殊・専修・各種）学校教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

富山県 45 歳 8月 380,938 円 427,321 円 

都道府県平均 44 歳 10月 374,301 円 438,678 円 

 

 

③ 小・中学校（幼稚園）教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

富山県 42 歳 10月 358,813 円 394,088 円 

都道府県平均 42 歳 8月 358,882 円 416,270 円 

 

 

④ 警察職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額

（国比較ベース）

富山県 38 歳 6月 316,453 円 422,316 円 339,537 円

国 41 歳 5月 318,875 円 － 376,765 円

都道府県平均 38 歳 5月 321,712 円 461,961 円 370,144 円

 

注１ 「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

注２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な

どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているも

のである。 

   また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当

等を除いたもの）で算出している。 

 

(2) 職員の初任給の状況（平成 31年４月１日現在） 

区   分 富 山 県 国 

一  般 

行 政 職 

大学卒 187,200 円 180,700 円 

高校卒 153,000 円 148,600 円 

技  能 

労 務 職 

高校卒 146,000 円 ― 

中学卒 138,000 円 ― 

高等学校 

教 育 職 

大学卒 209,100 円 ― 

短大卒 183,900 円 ― 

小・中学校 

教 育 職 

大学卒 209,100 円 ― 

短大卒 186,700 円 ― 

警 察 職 
大学卒 214,100 円 209,700 円 

高校卒 178,100 円 171,200 円 
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 31年４月１日現在） 

   経験年数 

区分 

10 年以上 

15 年未満 

15 年以上 

20 年未満 

20 年以上 

25 年未満 

25 年以上 

30 年未満 

30 年以上 

35 年未満 

一 般 

行 政 職 

大学卒 282,900 円 335,600 円 368,900 円 390,300 円 406,700 円

高校卒 237,900 円 287,300 円 338,000 円 361,100 円 375,100 円

技  能 

労 務 職 

高校卒 該当者無し 該当者無し 該当者無し 312,300 円 280,300 円

中学卒 該当者無し 該当者無し 該当者無し 該当者無し 該当者無し

高等学校 

教 育 職 

大学卒 327,700 円 372,700 円 403,300 円 425,200 円 433,300 円

短大卒 該当者無し 318,500 円 336,800 円 390,200 円 410,200 円

小・中学校 

教 育 職 

大学卒 330,900 円 373,100 円 397,100 円 417,000 円 425,500 円

短大卒 301,700 円 348,200 円 377,000 円 396,600 円 413,300 円

警 察 職 
大学卒 301,800 円 352,200 円 387,200 円 401,000 円 414,800 円

高校卒 270,400 円 313,300 円 361,500 円 390,300 円 406,100 円

注 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数を 

いうものである。 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成 31年４月１日現在） 

区分 
標準的な 

職務内容 

職員数 

(人) 

構成比

(%) 

１号給の

給与月額

最高号給の

給料月額 

参 考 

１年前の構成比 ５年前の構成比

１級 主事、技師 377 11.5 144,100円 247,600円 11.2 8.1

２級 主事、技師 391 11.9 194,000円 304,200円 11.2 6.9

３級 係長、主任 406 12.4 230,000円 350,000円 12.6 16.8

４級 係長、主任 775 23.7 263,000円 381,000円 24.8 29.1

５級 
本庁の課長補佐、 

大規模出先機関の課長 
908 27.7 288,900円 393,000円 27.8 26.0

６級 
本庁の課長、 

出先機関の長 
349 10.7 319,200円 410,200円 10.4 11.1

７級 
本庁の室長、 

大規模出先機関の長 
23 0.7 362,900円 444,900円 0.8 0.7

８級 本庁の次長 21 0.6 408,100円 468,600円 0.6 0.7

９級 本庁の部長 21 0.6 458,400円 527,500円 0.6 0.5

10 級 本庁の部長 2 0.1 521,700円 559,500円 0.1 0

注１ 富山県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

注２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名である。 
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 (2) 昇給への人事評価の活用状況 

平成 31年 4月 2日から令和2年 4月 1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分   
 

標準、下位の区分   
 

標準の区分のみ（一律）   
 

ロ． 人事評価を活用していない   

  活用予定時期   

 

 

 

 

４ 職員の手当の状況 

 

(1) 期末手当・勤勉手当 

富 山 県 国 

１人当たり平均支給額（30年度） 

1,669 千円
― 

（30年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

 2.60 月分   1.85 月分 

 （1.45）月分 （0.9）月分 

（30年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

 2.60 月分   1.85 月分 

 （1.45）月分 （0.9）月分 

（加算措置の状況） 

職務上の段階による加算措置 

役職加算  ５～20％

管理職加算 15～25％

（加算措置の状況） 

職務上の段階による加算措置 

役職加算  ５～20％ 

管理職加算 15～25％ 

    注 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

平成 31年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の成績率 
 

標準、下位の成績率 
 

標準の成績率のみ（一律） 
 

ロ． 人事評価を活用していない   

  活用予定時期   

 

 

(2) 退職手当（平成 31年４月１日現在） 

富 山 県 国 

 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２％～45％加算 ） 

 

 

 

自己都合   その他 

１人当たり 

平均支給額  1,426千円   21,994千円 

 

支給率 自己都合 定年 

勤続 20年 19.6695  月分 26.3655  月分

勤続25年 28.0395  月分 33.27075  月分

勤続35年 39.7575  月分 47.709  月分

最高限度額 47.709  月分

（勤続43年以上）

47.709  月分

（勤続35年以上）

 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２％～45％加算） 

             

支給率 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 19.6695  月分 26.3655  月分

勤続25年 28.0395  月分 33.27075  月分

勤続35年 39.7575  月分 47.709  月分

最高限度額 47.709  月分

（勤続43年以上）

47.709  月分

（勤続35年以上）

    注 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 30年度に退職した職員に支給された平均額である。  
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(3) 地域手当（平成 31年４月１日現在） 

支給実績（平成 30年度決算） 1,195,184 千円

支給対象職員１人当たり平均支給額（平成 30年度決算） 151,308 円

支給対象地域（職種） 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区 20％ 21 人 20％

大阪市 16％ 1人 16％

名古屋市 15％ 1人 15％

富山市 ３％ 7,729 人 ３％

上記以外の県内市町村 ０％ 7,201 人 ０％

医師 16％ 153 人 16％

総計・平均支給率（注） 1.73％ 15,106 人 1.73％

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

99.2 

（99.2）

注１ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した 

場合の加重平均の支給率である。 

注２ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務 

員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づ

く地域手当支給率）により算出。） 

 

 

(4) 特殊勤務手当（平成 31年４月１日現在）  

支給実績（平成 30年度決算） 1,361,092 千円

支給対象職員１人当たり平均支給額（平成 30年度決算） 203,361 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 30年度）

注（ ）内は、一般行政職員に占める手当支給職員の割合

44.3％ 

（9.9％）

手当の種類（手当数） 27 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 経営管理部税務課（庁舎外

で業務に従事する者に限

る。）又は県税事務所に勤務

する職員 

 

県税の賦課、徴収等 日額 740円以内 

指導訓練手当 消防学校、総合衛生学院等

に勤務する職員 

 

・消防学校の実技訓練 

・看護師等の養成業務 

業務により日額 450 円

又は月額11,540円 
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社会福祉業務

手当 

厚生センター、障害者相談

センター等に勤務する職員

 

厚生センター等における福祉

業務 

業務により月額10,500

円以内又は日額 500 円

以内 

 

社会福祉施設

等業務手当 

 

富山学園等に勤務する職員

 

社会福祉施設における保護、看

護、指導訓練等 

給料月額の100分の 16

以内 

病院業務手当 中央病院に勤務する職員 

 

病院業務 月額 17,420 円以内又

は給料月額の 100 分の

8以内 

 

医療業務手当 本庁、厚生センター等に勤

務する医師又は歯科医師で

ある職員 

 

医療又は公衆衛生業務 業務により月額80,000

円以内又は勤務１回に

つき 9,000 円以内又は

勤 務 １ 時 間 に つ き

2,100円 

 

夜間看護手当 中央病院に勤務する助産師

若しくは看護師である職員

 

午後 10 時から午前５時までの

看護等の業務 

勤務１回につき 3,550

円以内、通勤距離によ

り 1,140 円以内の額を

加算 

 

精神保健業務

手当 

厚生センター、心の健康セ

ンター等に勤務する職員 

 

精神障害者の訪問指導、護送等 日額300円 

野犬捕獲手当 厚生部生活衛生課又は厚生

センターに勤務する職員 

 

野犬の捕獲、殺処分 日額 450円 

有害毒物等取

扱手当 

研究所等に勤務する職員 ・毒劇物を使用した研究 

・病理細菌の試験検査 

・汚水施設等を有する工場等の

立入検査等 

 

日額 300円 

放射線等取扱

手当 

厚生センター、研究所等に

勤務する職員 

放射線を照射する作業 日額 740円以内 

 

感染症等防疫

手当 

 

 

従事職員 感染症患者の救護作業等 日額 300円 

と畜検査等手

当 

食肉検査所に勤務すると畜

検査員等 

・獣畜のと殺・解体 

・死亡家畜の解体検査等 

業務により給料月額の

100分の 10以内又は日
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額 1,200円以内 

 

麻薬取締手当 麻薬取締員 

 

麻薬取締業務 日額 820円 

職業訓練手当 技術専門学院に勤務する職

員 

 

職業訓練の実習指導 給料月額の100分の 8

家畜保健衛生

業務手当 

家畜保健衛生所に勤務する

獣医師である職員 

 

家畜の伝染病防疫、疾病の診断

等 

月額 18,000円 

乗船手当 農林水産部水産漁港課、農

林水産総合技術センター等

に勤務する職員 

 

・漁業取締、水産試験調査 

・渡船の運航 

・ひき船作業 

業務により日額 810 円

以内又は月額6,600円

特殊自動車等

運転手当 

土木センター、農林振興セ

ンター等に勤務する職員 

 

 

大型特殊自動車等の運転作業 日額 670円以内 

用地交渉手当 土木センター、農林振興セ

ンター等に勤務する職員 

 

用地の取得等のための交渉の

業務 

日額 1,000円以内 

特殊現場作業

手当 

土木センター、農林振興セ

ンター等に勤務する職員 

 

足場が不安定な箇所等におけ

る土木工事等の調査、測量等 

日額 300円等 

高圧ガス等検

査手当 

計量検定所、土木センター

等に勤務する職員 

 

高圧ガスの製造施設等の立入

検査 

日額 300円 

警察職員業務

手当 

 

地方警察職員 ・山岳遭難者救助作業 

・銃器犯罪捜査作業  等 

日額 2,000円等 

教員特殊業務

手当 

教育職員 ・非常災害時における児童の保

護等 

・週休日の部活動での指導等 

 

日額 16,000円以内 

多学年学級担

当手当 

教育職員 ２以上の学年をもって編成し

た学級の担任 

 

日額 290円 

教育業務連絡

指導手当 

小学校、中学校等に勤務す

る教諭又は養護教諭 

教務主任、学年主任、生徒指導

主事、進路指導主事等の担当業

務 

 

日額 200円 
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教員兼務手当 教育職員 昼間授業本務職員の夜間授業、

夜間授業本務職員の昼間授業 

 

授業１時間1,070円 

道路補修手当 土木センターに勤務する単

純労務職員 

 

道路補修業務 日額 270円 

 

 

 

(5) 時間外勤務手当 

 支 給 実 績 職員１人当たり平均支給年額 

平成 30年度決算 3,147,059 千円 487 千円

平成 29年度決算 3,297,860 千円 506 千円

 

 

(6) その他の手当（平成 31年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同

国の制度と 

異なる内容 

支給実績

(30年度決算） 

支給職員１人当

たり平均支給額 

（30年度決算）

扶養手当 

(1) 扶養親族１人につき 

行政職給料表７級以下

は6,500円、行政職給料

表８級相当以上は 3,500

円 

ただし子は10,000円 

(2) 満 16 歳年度初めから満

22 歳年度末までの間に

ある子１人につき、

5,200円を加算 

異 ○国の制度 

(1)同じ 

(2) 満16歳年度初めから満

22 歳年度末までの間に

ある子１人につき、

5,000円を加算 

千円 

1,401,040 

円

255,711

住居手当 

借家等 

(1)家賃 20,000円以下の場合 

 家賃－9,000円 

(2)家賃 20,000円を超える場合 

  11,000円＋(家賃－20,000円)/２ 

（最高限度額 27,000円） 

異 ○国の制度 

(1)家賃 23,000円以下の場合

   家賃―12,000円 

(2)家賃 23,000円を超える場合

     11,000円＋(家賃－23,000円)/２

（最高限度額27,000円） 

千円 

607,922 

円

303,506

通勤手当 

(1)交通機関利用職員 

   6箇月定期券等の価額に

よる一括支給 

全額支給限度額 

1箇月当たり55,000円 

(2)交通用具使用職員     

異 ○国の制度 

(1)同じ 

 

 

 

(2)距離段階区分に応じ 

千円 

1,435,470 

円

109,687
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距離段階区分に応じ

2,000円～34,890円 

(3)駐車料金 

 駐車料金－3,000円 

(上限 3,000円) 

2,000円～31,600円 

(3)なし 

初任給 

調整手当 

医学等に関する専門的知識

を必要とし、かつ採用による

欠員の補充が困難な職に採

用された職員に支給 

医師・歯科医師 

 採用後 35 年以内の期間、

採用から１年を経過するご

とにその額を逓減して支給

（最高支給月額308,000円） 

獣医師 

 採用後 20 年以内の期間、

採用から１年を経過するご

とにその額を逓減して支給

（最高支給月額35,000円） 

異 獣医師が支給対象となって

いる。 

千円 

464,858 

円

2,312,726

単身赴任 

手当 

公署を異にする異動等に伴

い転居しやむを得ない事情

により配偶者等と別居し、単

身で生活することを常況と

する職員に支給 

30,000円＋加算額（※） 

※職員の住宅と配偶者等の

住居との交通距離が 100ｋｍ

以上の場合に 8,000～70,000

円を加算 

同  千円 

69,544 

円

496,741

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある

職員に当該職の区分に応じ

て146,400円以内を支給 

同  千円 

1,131,583 

円

734,794

休日勤務 

手当 

休日等において正規の勤務

時間中に勤務した職員に支

給 

１時間当たりの給与額×

1.35×時間数 

異 １時間当たりの給与額の算

定に、寒冷地手当、特地勤

務手当・へき地手当、月額

の特殊勤務手当、農林漁業

普及指導手当を含める。 

千円 

462,804 

円

71,586

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午後10

時から翌日の午前５時までの

間に勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×

0.25×時間数 

千円

224,432 

円

34,715

宿日直 

手当 

宿日直勤務を命ぜられた職

員が勤務した場合に支給 

・庁舎・設備の保全等 

  6,800円 

・福祉施設等における管理監

同  千円 

508,363 

円

277,794
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督  7,400円 

・医療当直看護師等6,900円 

        医師   21,000円 

 

管理職員

特別勤務

手当 

(1)管理職手当支給対象職員

が臨時又は緊急の必要等に

より週休日等に勤務した場

合に支給 

６時間以下4,000～12,000円 

６時間超 6,000～18,000円 

(2)管理職手当支給対象職員

が災害への対処等の臨時･緊

急の必要によりやむを得ず

平日深夜に勤務した場合に

2,000～6,000円を支給 

同  千円 

1,994 

円

664,500

寒冷地 

手当 

寒冷地に在勤する職員に 11

月から 3月まで支給 

・世帯主である職員 

扶養親族有  月額17,800円 

扶養親族無  月額10,200円 

・その他の職員月額7,360円 

同  千円

13,996 

円

61,655

特地勤務 

手当 

生活の著しく不便な地に所

在する公署に勤務する職員

に給料及び扶養手当の合計

額に一定割合を乗じて得た

額を支給 

１級地 ４％ ３級地 12％ 

２級地 ８％  ４級地  16％ 

同  千円 

12,717 

円

847,810

義務教育

等教員 

特別手当 

小中学校、高等学校、特別支

援諸学校に勤務する教育職

員に級号給に応じて 2,000～

8,000円を支給 

 

千円 

543,754 

円

69,118

定時制 

通信教育

手当 

定時制・通信制教育に従事す

る教育職員に給料の６％（管

理職手当受給職員は４％）を

支給 

 

千円 

50,190 

円

222,080

産業教育 

手当 

実習を伴う農業・水産・工業

に関する科目を主として担

任する教育職員に給料の

６％を支給 

千円 

72,340 

円

288,208

へき地 

手当 

山間地等に所在する学校に

勤務する教育職員に給料及

び扶養手当の合計額に一定

割合を乗じて得た額を支給 

１級地 ８％ ４級地 20％ 

２級地 12％ ５級地 25％ 

３級地 16％ 準ずる地域４％ 

千円 

29,097 

円

330,652
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農林漁業

普及指導

手当 

普及指導員が普及指導業務

に従事したときに、級に応じ

て8,500～14,500円を支給 

ただし、管理職は支給対象外 

千円 

21,853 

円

180,600

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成 31年４月１日現在） 

 

区    分 給料・報酬月額 

給 

料 

知 事 1,300,000 円 

副知事 1,020,000 円 

報 

酬 

議 長 910,000 円 

副議長 860,000 円 

議 員 780,000 円 

期

末

手

当 

知 事 （30年度支給割合） 

3.35 月分 副知事 

議 長 （30年度支給割合） 

3.35 月分 

 

副議長 

議 員 

退
職
手
当 

 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

知 事 130万円×在職月数×0.65 40,560 千円 （任期毎） 

副知事 102万円×在職月数×0.45 22,032 千円 （任期毎） 

注 退職手当の１期の手当額は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 

（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況  

 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由      （各年４月１日現在、単位：人） 

部門 区  分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成30年 平成 31年

一 

般 

行 

政 

部 

門 

総務企画・税務 700 709 9 
シアター・オリンピックス、冬季

国体スキー競技会開催に伴う増 

民生・衛生 763 733 △30 全国健康福祉祭終了に伴う減 

商工・労働 248 256 8 

世界で最も美しい湾クラブ総会の

開催、立山黒部世界ブランド化推

進に伴う増 

農 林 水 産 759 768 9 
国営緊急農地再編整備事業推進に

伴う増 

土 木 727 721 △6 
道路維持管理業務の見直しに伴う

減 

小   計 3,197 3,187 △10 (参考:人口 10万人当たり職員数305人) 

特

別

行

政 

部

門 

教   育 8,672 8,591 △81 
児童・生徒数の減による教職員数

の減 

警   察  2,298  2,276 △22  

小   計 10,970 10,867 △103 (参考:人口 10万人当たり職員数1,040人) 

公
営
企
業
等 

会
計 

病   院 

 

そ の 他 

1,047 

 

116 

1,047

 

119

0 

 

3 

 

 

 

小   計   1,163   1,166 3  

合     計 15,330 15,220 △110 
(参考:人口 10万人当たり職員数1,457人) 

注１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを 

含み、臨時又は非常勤職員を除いている。 

注２ [  ]内は、条例定数の合計である。 
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(2) 年齢別職員数の状況 

 

 

（平成 31年４月１日現在の年齢別職員構成比） 

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

58 690 1,657 1,505 1,283 1,154 1,212 1,427 1,642 2,038 2,250 304 15,220

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

0.4 4.5 10.9 9.9 8.4 7.6 8.0 9.4 10.8 13.4 14.8 2.0 100

区　分 計

職員数

構成比
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(3) 職員数の推移 

  H16.4.1 

H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1

    

累計 

過去5年

の増減数

基準 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 （率）

一般行政部門 

4,159 3,332 3,287 3,254 3,229 3,213 3,197 3,187 － － 

－ △ 32 △ 45 △ 33 △ 25 △ 16 △ 16 △ 10 △ 972 △ 100

－ △ 0.8 △ 1.1 △ 0.8 △ 0.6 △ 0.4 △ 0.4 △0.3 △ 23.4 △ 3.0

 

特別行政部門 

11,633 11,180 11,151 11,066 11,026 11,024 10,970 10,867 － － 

－ 

－ 

△ 60 △ 29 △ 85 △ 37 △ 5 △ 54 △103 △ 766 △ 284

△ 0.5 △ 0.2 △ 0.7 △ 0.3 △ 0.0 △0.5 △0.9 △ 6.6 △ 2.5

 
教育部門 

9,429 8,933 8,907 8,798 8,762 8,741 8,672 8,591 － － 

－ 

－ 

△ 53 △ 26 △ 109 △ 36 △ 21 △ 69 △ 81 △ 838 △ 316

△ 0.6 △ 0.3 △ 1.2 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.7 △0.9 △ 8.9 △ 3.5

警察部門 

2,204 2,247 2,244 2,268 2,267 2,283 2,298 2,276 － － 

－ 

－ 

△ 7 △ 3 24 △ 1 16 15 △ 22 72 32

△ 0.3 △ 0.1 1.1 △ 0.0 0.7 0.7 △1.0 3.3 1.4

公営企業等 

1,048 1,047 1,055 1,064 1,113 1,135 1,163 1,166 － － 

－ 15 8 9 49 22 28 3 118 111

－ 1.4 0.8 0.9 4.7 2.1 2.7 0.3 11.2 10.5

合 計 

16,840 15,559 15,493 15,384 15,371 15,372 15,330 15,220 － － 

－ △ 77 △ 66 △ 109 △ 13 1 △ 42 △110 △1,620 △ 273

－ △ 0.5 △ 0.4 △ 0.6 △ 0.1 0.0 △ 0.2 △0.7 △ 9.6 △ 1.8

 

注１ 各項目下欄の上段は対前年度増減数、下段は対前年度増減数の基準数（H16.４.１職員数）に対す 

る比率です。 

注２ 累計の下欄の上段は基準数（H16.４.１職員数）に対する増減数、下段は基準数（H16.４.１職員数） 

に対する増減率です。 


